
   三 重 県 政 務 活 動 費 の 交 付 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 案 新 旧 対 照 表 
○ 三 重 県 政 務 活 動 費 の 交 付 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 三 年 三 重 県 条 例 第 四 十 九 号 ）                （ 傍 線 部 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現  行  

   附 則 

１ ～ ５ （ 略 ） 

６ 平 成 二 十 六 年 四 月 一 日 か ら 平 成 二 十 七 年 四 月 二 十 九 日 ま で の 間

に 交 付 す る 会 派 に 係 る 政 務 活 動 費 の 額 は 、 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に

か か わ ら ず 、 一 月 当 た り 、 八 万 四 千 円 に 当 該 会 派 の 所 属 議 員 数 を

乗 じ て 得 た 額 と す る 。 
 

   附 則 

１ ～ ５ （ 略 ） 

（ 新 設 ） 
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